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令和４年第７回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和４年７月２７日「令和４年第７回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 

1番 深澤 伸治    2番  宮䑓 功      3番 澤地 正典    4番 井上 勝     

5番 鈴木 守    6番 岩壁 正和   7番 三廻部 茂    8番 波多野 寛  

9番 市川 和美  10番 小松 佐一   11番 鈴木 徹     12番 橋本 保    

13番 青木 莊一  14番 牛村 律子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

 

15番 本多 洋   16番 大貫 信夫  17番 重田 政一  18番 西海 正義  

19番 西山 勝敏  20番 鴨志田ひろし 

 

事務局の出席は次のとおりである。 

 事務局長 中山 康一、主幹兼係長 草薙 砂織、主査 田辺 賢司、 

主任主事 槇田 晃 

 

会議事項は次のとおりである。  

 日程第１ 議案第33号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第34号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第３ 議案第35号 農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第４ 議案第36号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

審議事項は次のとおりである。  

  (１) 農地の一時使用について 

 (２) 令和４年度の最適化活動の目標の設定等について 

（３） 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

（４） 農地転用届出による専決処分について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１４名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、14番委員、３番委員を指名させ

ていただきます。 

それでは、議案書３ページから５ページ、４．報告事項の（１）活動状況

について、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況についてを事

務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいた

します。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、報告事項ですので、この程度にさせていただきま

す。 

【議  長】  それでは、議案書６ページ、５．付議事項の日程第１、議案第３３号

 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  こちらは農地法第３条による許可申請について説明させていただき

ます。 

 農地法第３条では、農地、または採草放牧地について権利を移転、また

は設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければならな

い旨を規定しております。 

 受付番号１２、申請地は、社家■■■■■■■■、台帳地目、畑、現況

地目、畑、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■■■平米になります。譲

受人は、社家■■■■■■■■、■■■■さん、譲渡人は、社家■■■■

■■■■、■■■■さん、持分■分の■、■■■さん、持分■分の■で
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す。■■■■さんの耕作面積は、■■■■■平米となっております。権利

の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図、写真

及び公図は、資料１－１から１－４にございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  ■■さんのお宅は、父と息子さんの２人暮らしであります。以前よ

り、父の■さん、施設に入っておりまして、農作業への従事は無理という

ことです。もっぱら■■さんが、会社勤務の傍ら従事している状況です。

水田については、人に賃貸借しており、家の周りで野菜等を作付している

状況です。この３件についても、今回このような状況の中、将来的なこと

を考え、父所有の農地を■■さん名義にするものです。農機具についても

それなりにそろっておりますので、特に問題はないと思います。 

【議  長】  事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  ■■■■さんの農家世帯としての構成員の状況は、■■■■さんご

本人だけです。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年

数は４３年、従事日数は、今、10番委員からもご説明があったとおり、お

勤めの傍らやりながら、１８０日ということで報告を受けております。現

在の農業経営面積は、自作地の田が■■■■■平米、畑が■■■■■平

米、合計、■■■■■平米で、下限面積であります３０アールを超えてお

ります。機械は、トラクター１台、耕運機１台、軽トラック１台を所有し

ております。また、世帯内で共有状況から単独所有に変わるだけであり、

耕作者ですとか、耕作の状況に変更はないため、周辺に与える影響はない

旨、申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の面、どの

面から見ても譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をする

ことができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する

項目はございません。この案件に関して、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。８番委員。 

【８番委員】  昨日、４班の３名、私と７番委員、それと20番委員と事務局で現地確

認をしてまいりました。当該地、３筆ありますけれども、３筆とも農地と

して良好に維持されておりました。それとあと、周辺に与える影響はない

というふうに思われます。 
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【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。19番委員。 

【19番委員】  ちょっと確認ですけれども、この土地は生産緑地でしょうか。住宅地

内に結構あるので、生産緑地での生前贈与ということになりますか。 

【主幹兼係長】  そうです。委員のおっしゃるとおり、生産緑地でございまして、

前々回の定例会のときに生産緑地の解除をしたところでございます。 

【19番委員】  解除をしたということは、市街化になるということですね。 

【主幹兼係長】  そうです。 

【19番委員】  分かりました。ありがとうございました。 

【議  長】  ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２について、採決をさせていただきま

す。 

 許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可といたします。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第３４号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  引き続き農業を行っている旨の証明について、受付番号１２、事務

局から説明をいたします。 

 被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、大谷北■■■■

■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和元年７月２

７日から令和４年７月２７日までです。特例農地等の明細ですが、大谷北

■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、生産緑地、■■■

平米、ほか■筆です。合計、■■■■■平米でございます。事務局で７月

１２日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されておりました

ので、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。19番委員。 
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【19番委員】  この被相続人の住所が大谷■■■■■■となっているんですけれど

も、これは相続人の住所と同じところでしょうか。 

【主幹兼係長】  相続人の当時の住所になっているんですが、同じ番地でございま

す。 

【19番委員】  ということは、書くときは、被相続人がまだ丁目変更になっていない

ときはその番号で住所を書くということになりますか。 

 分かりました。ありがとうございました。 

【議  長】  そのほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１２について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第３５号 農用地利用集積計画

（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本日付議されている計画案は３件です。そのうち、

３７、３８の２件は借り手が同じですので、一括して審議をしたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、まず、受付番号３６について、事務局から提案説明をお願い

いたします。 

【主幹兼係長】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者

より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いたしま

す。この審議を経て、海老名市に対し計画（案）を送付しまして、農用地

利用集積計画を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用

地利用集積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生
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じます。海老名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全て

の終期を１２月末としております。 

 受付番号３６、借り手は、下今泉■■■■■■■■■■■■■■■■

■、■■■■、貸し手は、下今泉■■■■■■■■、■■■、貸し借りす

る農地は、下今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか■

筆、合計、■■■■■平米です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、

利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和４年８月１日から令和８年

１２月３１日までの５年間です。こちら、農振農用地域内３件、農用地区

域内４件の新規の計画となります。この案件につきまして、７月１２日に

事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地として適正に管理されて

おりました。また、借り手は農家で、農家との農用地集積計画の法的要件

が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満た

しており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３６について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号３７から３８について、事務局から一括して提案

説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  それでは、受付番号３７、借り手は、本郷■■■■■■■■、■■

■■■■■■■■、代表社員■■■■、貸し手は、上河内■■■■■■、

■■■■、貸し借りする農地は、杉久保南■■■■■■■■、現況地目、

畑、■■■平米、■筆、貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的

は、普通畑、貸し借りの期間は、令和４年８月１日から令和６年１２月３

１日までの３年間です。こちらは農業振興地域内、１件の新規の計画とな
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ります。この案件につきまして、７月１２日に事務局で現地確認をいたし

ましたが、現地は農地として適正に管理されておりました。また、借り手

は農家で、農家との農用地利用集積計画の法的要件が定められている農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題な

いと思われます。 

 引き続きまして、受付番号３８、借り手は、同じく■■■■■■■■■

■、代表社員■■■■、貸し手は、上河内■■■■■■、■■■■、貸し

借りする農地は、杉久保南■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平

米、■筆、貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、

貸し借りの期間は、令和４年８月１日から令和６年１２月３１日までの３

年間です。こちらも農業振興地域内、１件の新規の計画となります。この

案件につきましても、先ほど述べましたとおり、７月１２日に事務局で現

地確認をいたしましたが、現地は農地として適正に管理されておりまし

た。借り手は、同じく先ほどのとおりでございますので、農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしておりまして、特に問題ないと

思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３７、３８について、一括して質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、２番委員のほうから何かございますでしょうか。 

【２番委員】  この貸し手の側ですけれども、貸し手の側の受付番号３７番について

は、昨年、世帯主が、■■■■さんという方なんですが、世帯主が亡くな

られて、３７番についてはその息子さん、■■■■、３８番のほうは奥さ

んの■■■■さんということで、世帯主、■■さんが昨年亡くなられたも

のですから、これまでかなり大規模に露地野菜を中心に農業をやっておら

れたわけですけれども、この息子さんも現在は勤めに出ているという状況

でして、規模を縮小せざるを得ないというふうな状況で、今回、借り手と

して■■■■■■のほうに、近隣も耕作されている状況があるので、その

ような状況からお貸しをするというふうにされたとお聞きしております。 
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【議  長】  それでは、受付番号３７から３８について、一括して採決をさせていた

だきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第３６号 生産緑地に係る農業

の主たる従事者についての証明についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】  生産緑地制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、次の３つの

場合に、市町村に対して時価で生産緑地を買い取るように申し出ることが

できる仕組みがあります。１つ目は、生産緑地に指定されてから３０年が

経過した場合、２つ目が、農林漁業の主たる従事者が死亡した場合、３つ

目が、農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能とさせ

る故障を有することとなった場合です。２つ目と３つ目の場合に買取りの

申出をするときには、農林漁業の主たる従事者の証明を農業委員会から受

ける必要があります。農林漁業の主たる従事者とは、専業従事者、兼業従

事者にかかわらず、農林漁業経営における中心的な働き手、もしくは農林

漁業経営に欠くことのできない者です。その者が従事できなくなったた

め、当該生産緑地における農林漁業経営が客観的に不可能となるような場

合における当該者を言います。この主たる従事者についての証明願が提出

されました。市長へ生産緑地を買い取るよう申し出ると、市が買い取るか

買い取らないかの通知を申出受付の日から１か月以内にします。市が買い

取らない場合は、農林漁業を行う当事者へあっせんをして、あっせんが整

わなければ、買取り申出を受けた日から３か月後に行為制限の解除が申出

者に通知されるという仕組みです。 

 議案書９ページ、受付番号２、申請者は、国分南■■■■■■■■、■

■■■、買取り申出事由は、生産緑地法施行規則第５条第２号、買取り申

出事由発生日は、令和４年２月２６日、買取り申出事由発生者は、国分南

■■■■■■■■■、■■■■、続柄ですが、申請者は、買取り申出事由

発生者本人とその息子です。買取り申出をする生産緑地は、国分北■■■
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■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか■筆で

す。現地の案内図、写真及び公図は、資料２－１、２－２をご覧くださ

い。 

 事務局で７月１２日に現地確認をしたところ、写真のとおり、農地とし

て管理がされております。また、買取り申出事由発生者の■■■■さんと

■■さんですが、令和４年の農家台帳において、経営主として登載がされ

ておりました。これらから、この証明の発行につきまして問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号６について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主任主事】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のための農

地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で

申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理をしてお

ります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものである

かどうか、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認

いたします。原則としては農業委員会での確認後から現地を使用していた

だくようにしておりますが、本件については、既に資材の仮置場として使

用しておりますので、報告させていただきます。 

 現地の案内図、写真及び公図は、資料３－１、３－２をご覧ください。 

 受付番号６、申請地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、登記
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簿地目、畑、■■■■■平米、土地所有者は、本郷■■■■■■、■■■

■、土地の使用者は、上今泉■■■■■■■■■■、株式会社■■、代表

取締役■■■■■、事業主は、海老名市勝瀬１７５番地の１、海老名市長

内野優、工事名は、公共下水道３９分区枝線工事（その２）、目的は、発

生土及び砕石類、塩ビ管及びマンホールブロック等使用材料の仮置場とし

て使用したいとのことです。使用期間は、令和４年８月１日から令和４年

１１月３０日までです。本日、委員の皆様に了承していただきましたら、

申請を受理いたしまして、当事者へ受理した旨の通知を発送いたします。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  現地のほうは前回から引き続き使用ということもあり、現況を確認し

ましたが、特に問題ありませんでした。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一時使用については承認としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１１ページ、（２）令和４年度の最適化活動の目標の設定

等についてを案件といたします。 

 事務局から内容について説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  農業委員会に関する法律第３７条では、農業委員会は、その運営の

透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委

員会における事務の実施状況について、適切な方法により公表しなければ

ならないと定められております。これに基づき、令和４年度の最適化活動

の目標の設定等について（案）を作成しましたので、報告いたします。 

 前回ご報告しました令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検

評価と同時に報告する目標でございますが、今年度から農林水産省の様式

に変更がありましたため、事前にその内容を都道府県機構、すなわち県の

農業会議へ報告し、修正の有無等の確認を経た上で公表することになりま

した。農業会議での確認が終わりましたので、ここで報告させていただく
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ものでございます。 

 では、資料をご覧ください。令和４年度最適化活動の目標の設定等でご

ざいます。Ａ４で左側にホチキスが止めてあります別紙様式１と書かれた

ものでございます。こちらをご覧いただきながら説明をさせていただきま

す。 

 では、最初のページにお戻りください。１ページ目でございます。大き

い数字１、農業委員会の状況というところは、こちらの内容につきまして

は、主に※印のところに書いてありますが、国が行っている各種統計等の

調査情報に基づく数字が記載されておりますので、後ほどお目通しいただ

ければと思います。全体として可能なうちの直近の数字を表すようになっ

ております。 

 では、１枚おめくりください。今度、大きな数字で２、最適化活動の目

標でございます。国の考え方においては、農家減少の折から、農業を主な

なりわいとする農家が規模を拡大して効率的で採算の取れるような経営を

行う農業者が担うべきで、その効率的な経営を行う農業者へ農地を集積し

ていく必要があるというふうに考えております。また、そのような農業者

は基本的に認定農業者の認定を受けているものであるとも考えられている

ようです。海老名市では、ここで言う担い手の定義に当てはまるのは認定

農業者のみとなっております。 

 ①の現状及び課題の表の集積面積ですけれども、こちらは認定農業者、

現在、５３経営体おりますが、その認定農業者の市内の耕作面積のこと

で、現在、合計９９ヘクタールでございました。この面積が１００ヘクタ

ールになるように②で目標を立てております。 

 ②の目標ですが、昨年までは、翌年の目標をその都度立てておりました

が、今年の様式から目標年度を設定するようになりました。この目標につ

いては、各地域の農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する指針

を定めるよう努め、定めた場合は公表するとされており、海老名市では平

成２８年１２月定めて公表している次第です。定めた当時と状況が変わ

り、農地面積等は減っておりますが、当時の指針の中で、令和６年までの

集積目標が19.51％のため、四捨五入し、２０％としております。指針を
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いまだ定めていない市町村は、県の指針に従い、３０％にするやに聞いて

おりますが、３０％達成というのはなかなか厳しい数字であるため、達成

できなかった場合には是正化報告をする必要があることや、海老名市の場

合には指針を既に定めていること、指針の変更には改めて審議が必要であ

ることなどから、令和６年までの指針が既にあるということで、こちらの

案件を勘案しまして、農業委員会にも相談して、当時の目標のままという

ことにさせていただいております。 

 次、（２）遊休農地の解消は、昨年から緑区分、黄区分という区分けに

なり、その後初めての目標設定のため、策定方法も暫定的で、もともと遊

休農地として把握している面積が少ないため、１ヘクタールという数字に

なっております。 

 右側のページにお移りください。（３）新規参入の促進をご覧くださ

い。全国的には新規農業者や農業以外の法人の参入も積極的に促進して、

何とか農地を維持しようという動きがあります。海老名市では令和２年新

しく農業に参入した方は２名でした。今後も農業支援センター等と情報共

有をしながら新規就農のサポートをしていく必要があると思われます。 

 その下、大きな２、最適化活動の活動目標でございます。この部分が今

までと大きく変わった部分でございます。国は、委員の活動日数や強化月

間の時期を定め、遊休農地の解消や新規就農相談などを目標設定し、公表

するよう求めております。今回は、令和３年度に農業委員会が行った農地

パトロールの時期や農業まつりなどの機会に年金相談受付などもしており

ますことから、そのような機会を相談の日と置き換えて計画といたしまし

た。 

 以上が令和４年度の最適化活動の目標の設定についてでございます。 

【議  長】  質疑のある方。19番委員。 

【19番委員】  農地の集積の件なんですけれども、田んぼに関しては結構委託でやら

れている方が多いんですが、これは要は集積の契約をしていない人が多い

んじゃないかと思うんですけれども、どうなんでしょう。もっとパーセン

テージが上がるんじゃないかと思うんですが。 

【主幹兼係長】  農業委員会で把握しているのは利用集積を確実にしていらっしゃる
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数字となっているのですけれども、認定農業者さんから報告を上げていた

だいているときには、いわゆる相対でやっている部分を入れてくださって

いる方もいれば、そうじゃない方もいるというところで、そういう相対で

既にやっていらっしゃるようなところを掘り返していくと、パーセンテー

ジがもう少し上がるかもしれないというところはございます。 

【19番委員】  田んぼの委託に関しては、もっと集積の契約をするような形に進める

ことはできないんでしょうか。 

【主幹兼係長】  事務局のほうとしましては、そういうご相談ですとか、何かあった

ときには、利用集積を進めているような次第です。 

【事務局長】  私のほうから補足させていただきます。 

 先月も確か19番委員から似たような感じのご質問があったかと思うので

すが、確かに数字だけを追い求めれば、今ご提案いただいた、内々にでも

知らせてくださいみたいな形で数字を集めることも、やり方によってはで

きるんじゃないかと思うんですけれども、４月の総会のときに、私が説明

した中で申し上げたとおり、農地法に基づかない権利の設定とか、この場

合は基盤法なのですけれども、基盤法に基づかない権利の設定というの

は、当事者の中だけ有効で、対抗力がないと、農地法ははっきり無効と書

いているので、無効な数字を集積率を上げるために集めるのもちょっとど

うなのかなという部分もありまして、事務局としてはやっています。た

だ、今、事務局から説明があったように、認定農業者から上がってくる数

字の中で、そういった部分まで含めて、対抗力のない部分まで含めて数字

で報告してくる部分はあると。法定されている部分よりも数字が少し上が

っている部分はもともとあるのではないかというふうに推定はしておりま

す。 

【議  長】  いかがしょうか。よろしいですか。 

【19番委員】  はい。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、本案については了承とさせていただきたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 
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       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１２ページ、（３）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 事務局から内容について説明をお願いいたします。 

【主任主事】  相続など、農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権

利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことと

なっております。また、農業委員会としましては、耕作者のあっせん等の

希望があった場合のみ、現地調査をしますが、今回はあっせん等の希望な

しと届け出がありました。 

 では、議案書１２ページをご覧ください。受付番号２、権利を取得した

者は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、令和

３年８月８日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、

農業委員会によるあっせん等の希望は、なしとなっております。届出に係

わる土地の所在ですが、上今泉■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記

簿地目、畑、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりでございます。 

【議  長】  質疑のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、届出については了承とさせていただきたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書１３ページから１４ページ、（４）農地転用届出による専

決処分についてを案件といたします。 

 １３ページの農地法第４条の１件、１４ページの第５条の２件につい

て、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主任主事】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原

則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されております

が、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合

には、許可を要しないこととなっております。それを定めているのが農地
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法第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号です。 

 議案書１３ページをご覧ください。農地法第４条第１項第８号の規定に

よる届出です。届出期間につきましては、令和４年６月１日から６月３０

日までの間に届出がされたものです。受付番号１４の１件で、田、０平

米、畑、233.58平米です。 

 続きまして、議案書の１４ページをご覧ください。農地法第５条第１項

第７号の規定による届出です。届出期間につきましては、令和４年６月１

日から６月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号２５から２

６までの２件で、田、０平米、畑、２７６平米、合計、２７６平米です。

これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括して報告します。 

【議  長】  それでは、一括して質疑をお受けいたします。質疑はございますでし

ょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一括して了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局からは。 

【事務局長】  ありません。 

【議  長】  ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

 長時間、ありがとうございました。 

     

                           ＝ 了 ＝ 

 


